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令和４年１２月１４日  

宗像市議会 

議長 神谷 建一 様 

                           総務常任委員会 

                                 委員長 井浦 潤也 

 

 

委員会審査報告書  

 

本委員会に付託された事件の審査結果を報告します。 

 

記 

 

第 78号議案 

 

宗像市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

個人情報の保護に関する法律等の改正に伴い、条例を制定するものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が統合されたこ

とを受けて、新たに条例を制定するもの。法改正により、個人情報の取扱いについては全国的

な共通ルールを規定し、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化される。 

２ 個人情報の定義、個人情報の取扱い、個人情報ファイル簿の作成・公表及び開示請求等の手

続の主要部分は法の規定が適用されるが、本市が独自に条例により定める主な事項は次のとお

り。 

（１）開示等請求の手数料 

現在は、開示等請求の手数料は無料であることに鑑み、今後も手数料については無料とする。 

（２）開示、訂正、利用停止の手続 

現在は、開示等請求日の翌日から１４日以内に決定することとなっていることに鑑み、今後

も決定の期限は１４日以内とする。 

（３）審議会等への諮問 

条例、規則、その他の個人情報の取扱いに関する要領等を改廃する場合には、宗像市情報公

開・個人情報保護制度運営審議会に諮問する。 

（４）行政機関等匿名加工情報の利用手数料 

匿名加工情報の提案制度の活用は、都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体について

は任意であることから、本市では匿名加工情報の運用は見送り、手数料についても規定しない。 

（５）要配慮個人情報の内容 

要配慮個人情報について地域の特性に応じた特段の定めは設けず、法律の定義と同様とする。 

 

【意  見】 

（反対意見） 

・国の法改正は、地方自治体の裁量をほとんど認めない地方自治の侵害であり、自治体が独自に

行ってきた個人情報保護の水準を後退させるものである。匿名加工情報制度の導入を見送ったこ

とは評価するが、当該制度は個人情報保護に逆行しており、許容できない。 
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【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 

 

 

第 79号議案 

 

宗像市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について 

行政手続等に係る関係者の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、市民生活の

向上に寄与するため、条例を制定するものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 行政手続ごとに条例を改正する場合、手続が煩瑣
は ん さ

になること及び将来にわたり条例改正作業

が必要になることから、各手続に共通する事項を定める通則方式により、行政のデジタル化に

関して必要な法制上の対応を行う。これにより、個別に条例等を改正することなく、オンライ

ンでの行政手続が可能となる。 

２ 条例により定める主な事項は次のとおり。 

（１）電子情報処理組織による申請等 

各条例等において書面で行うこととされている申請等について、オンラインでの申請等も可

能とする。また、署名については電子署名で代替可能とし、手数料等の支払いについても電子

納付（キャッシュレス決済）も可能とする。 

（２）適用除外 

オンライン化、デジタル化に適さない事由がある手続については、本条例の適用対象外とす

る規定を設ける。対面での本人確認が必須である手続や、対象者が書面を備えておくことが必

要な手続等が対象となる。 

（３）添付書類等の省略 

条例等で書類の添付を要するとされる行政手続について、市の機関等が添付書類の情報を入

手し、または参照することができる場合には、添付を要しないこととする。 

（４）オンライン化される手続等の告示 

オンライン申請等が可能な行政手続については、手続一覧としてインターネット上で公表す

る。 

 

【意 見】 

（賛成意見） 

・行政の効率化及び市民の利便性を求めながらも、弱者に配慮した条例制定を評価する。 

・市民の利便性向上を目的としながらも、全ての手続をオンライン化するのではなく、弱者にも

配慮した制度運用を行うことを評価する。 

（反対意見） 

・デジタル化の推進による窓口での相談業務等の廃止・縮小が懸念される。国は、全ての行政手

続のオンライン化を推進する姿勢であるが、それによって市民サービスの後退が発生し、取り

残される市民が生じかねない。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 
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第 80号議案 

 

機構改編に伴う関係条例の整備に関する条例について 

  本市の組織機構の見直しに伴い、関係条例の一部を改正するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 組織機構改編による部や課の創設等に伴い、関係する条例を改正する。今後４年間の市政

運営を見据え、施政方針に示される政策課題に対応するための組織改編を中心に行う。 

２ 組織機構改編の概要 

（１）環境部の創設 

現行の市民協働環境部から環境政策に関する部門を切り分け、環境部を創設する。環境部

には、環境課及び環境課から脱炭素社会推進室を切り分けて新たに脱炭素社会推進課を設置

し、脱炭素社会の推進に努める。また、都市整備部から下水道課を、経営企画部から宗像地

区事務組合の所管を移管することで、上下水道を含めた市民の生活環境と脱炭素社会推進等

の環境保全に関する政策を一体的に進めていく。市民協働環境部については、市民協働部に

名称を変更し、総務部から市民課を移管する。 

（２）子ども子育て部の創設 

現行の教育子ども部から子ども政策に関する部門を切り分け、子ども子育て部を創設する。

子ども子育て部には、子ども育成課、子ども支援課のほかに、従来の子ども家庭課に子ども

相談係を加えた子ども家庭センターを設置することで子どもの相談機能を強化する。また、

子ども育成課に子ども政策係を設置し、子ども政策全般の企画立案機能の強化を図る。なお、

教育子ども部については、教育部に名称変更し、教育政策課内に新たに地域教育連携室を設

け、コミュニティ・スクールの推進やグローバル人材育成に取り組むほか、学校整備プロジ

ェクト室内にＧＩＧＡ・教育改革係を新設し、ＧＩＧＡスクール構想のさらなる推進や、部

活動改革をはじめとした様々な教育改革を推進する。 

（３）産業振興部の再編 

経営企画部からふるさと寄附に関する業務を移管し、産業振興部内にふるさと寄附推進課

を設置する。また、商工観光課を産業政策課に名称変更し、総務部から企業誘致の業務を移

管する。これらによる産業振興部の役割増大を見込んで、新たに農林水産担当部長を配置し、

本市の産業振興に重点的に取り組む。 

（４）総務部の再編 

秘書政策課に広報政策係を設置し、シティプロモーションや企業連携等を推進する。人材

育成の重要性を鑑み、人事課に人材育成係を設置する。また、総務課からデジタル化推進室

を切り分け、デジタル推進課を設置する。 

（５）経営企画部の再編 

経営企画課から行革アセットマネジメント推進室を、財政課から管財係をそれぞれ切り分

け、アセットマネジメント推進課を設置する。なお、経営企画課の行革部門は、行政改革係

として財政課に移管する。総務部から契約検査課を移管し、財政部門との連携を強化する。 

（６）健康福祉部の再編 

福祉課を福祉政策課に、福祉総務係を保健福祉政策係に名称変更し、社会福祉法の改正に

よる重層的支援体制整備事業を戦略的に推進する。 

（７）都市整備部と都市再生部の再編 

建築課を都市再生部から都市整備部へ移管し、都市計画課を都市整備部から都市再生部へ

移管する。これにより、都市整備部では公共施設やインフラ等の効率的な整備と維持に重点
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的に取り組み、都市再生部では都市計画も含めた市街地の活性化やにぎわいのある都市づく

りを推進する。 

３ 今回の組織機構改編により、１０部５０課（うち９室）８５係から１２部５０課（うち５

室）８５係となる。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・生涯学習等の社会教育に関する業務を教育政策課へ集約したことは、社会総がかりで子どもを

見守り、育てていく姿勢の表れであり、子ども子育て部の創設と合わせて評価する。また、市

民に寄り添う人材を育成するため、人事課に人材育成係を設置することを評価する。 

・市長選挙後の大規模な機構改編ということで、住民ニーズに沿う形で機能的に組織改編が行わ

れることを評価する。企業誘致に関しては、産業振興部に移管されたことにより、大型の企業

誘致と合わせて中小企業とも連携しながら取り組んでほしい。教育部に多くの業務が集約され

ることで当該フロアが手狭になることが予測されるため、職員に配慮した環境整備を要望する。 

・脱炭素社会の推進を重点的に進めていくのであれば、環境部の事務分掌として脱炭素社会推進

に関する事務が明記されるべきである。市長の方針や肝煎りの政策が見える改正を要望する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 81号議案 

 

宗像市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

第 82号議案 

 

市長等の給与及び旅費に関する条例及び宗像市議会の議員の議員報酬、費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

この２議案は、令和４年の人事院の職員の給与の改定に関する勧告を受け、職員の給与に関す

る条例等の一部を改正するものである。関連があるため、一括して審査を行った。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 職員の初任給、若年層の職員及び船員に重点を置いた給与の引上げを行う。 

２ 一般職の勤勉手当を令和４年１２月は０.１月分引き上げ、令和５年度以降は６月と１２月を

それぞれ０.０５月分引き上げる。再任用職員及び任期付き職員の勤勉手当を令和４年１２月は

０.０５月分引き上げ、令和５年度以降は６月と１２月をそれぞれ０.０２５月分引き上げる。 

３ 三役及び議員の期末手当を令和４年１２月は０.０５月分引き上げ、令和５年度以降は６月と

１２月をそれぞれ０.０２５月分引き上げる。 

４ 職員分は給料、勤勉手当、共済費等で３,３８７万８千円、三役分は期末手当と共済費で３１

万３千円、議員分は期末手当で５３万９千円程度の増額となる。 

 

〔第81号議案〕 

【意  見】 

（賛成意見） 

・若年層の給与引上げは子育て世帯の支援にもつながるため評価する。また、船員の給与引上げ
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についても他の海運業界との賃金格差の是正や船員確保につながることを期待する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

〔第82号議案〕 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。  

 

 

第 83号議案 

 

宗像市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

第 84号議案 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

について 

 

この２議案は、国家公務員法等の改正により国家公務員及び地方公務員の定年が段階的に引き

上げられることに伴い、宗像市職員の定年等に関する条例等の一部を改正するものである。関連

があるため、一括して審査を行った。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 令和５年度から、定年年齢を２年に１歳ずつ段階的に引き上げることに伴い、次のとおり制

度を整備する。 

（１）６０歳に達した管理監督職の職員は、非管理監督職へ降任する制度を導入する。 

（２） ６０歳に達した職員の給与については、６１歳に達する年度から基本給を７割支給とする。 

（３）退職手当については、６０歳以降の定年前に退職した職員も、定年退職と同率で退職手当

を算定する。 

（４）６０歳以降の定年前に退職した職員を短時間勤務職員として再任用する制度を導入する。 

２ ６０歳以降も勤務する場合は、継続して職員として勤務するか、一度退職し定年前再任用短

時間勤務職員として再任用されるかを選択できる。なお、定年年齢の段階的な引上げ期間中は、

定年退職後、暫定再任用職員として６５歳まで勤務が可能である。 

 

〔第83号議案〕 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

〔第84号議案〕 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。  
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第 85号議案 

 

宗像市手数料条例の一部を改正する条例について 

個人番号カード利用による証明書等の交付手数料を減額するに当たり、条例の一部を改正する

ものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 個人番号カード（マイナンバーカード）の取得及び利用促進並びに市民サービスの向上を図

るため、マイナンバーカードを利用して住民票等の証明書をコンビニ等で取得できるコンビニ

交付サービスの手数料について、以下のとおり期間限定で減額する。 

（１）期間 令和５年１月４日から令和６年３月３１日までの１年３か月間 

（２）対象となる証明書 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍全部（個人）

事項証明書、戸籍の附票の写し 

（３）減額後の手数料 一律１００円 

２ 手数料の減額に伴う手数料収入の影響額は、令和４年度は約９１万６千円減収、令和５年度

は約４１７万円減収する見込みである。なお、コンビニ交付サービスの実施に際し、市はコン

ビニ等へ１件当たり１１７円の手数料を支払っている。今回の減額により、市は１件当たり１

７円を負担することとなるが、令和４年度の負担分は、国の地方創生臨時交付金で補填する。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・マイナンバー制度の導入は時代の流れに即したものであり、マイナンバーカードの活用により

様々な給付がスムーズに行われれば、結果的に市民サービスの向上につながるため、本市の大

胆な施策によるマイナンバーカードの普及率の向上の取組を評価する。 

（反対意見） 

・マイナンバー制度は、個人への給付を抑制して国の財政や大企業の負担を減らすことを狙いと

するものであり、根本的に制度の是非を問い直すべきである。今回の手数料引下げは、マイナ

ンバーカードの普及促進の誘導策として、カード交付率の自治体間競争をあおるだけのもので

あり、評価できない。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 

 

 

第 86号議案 

 

宗像市学童保育所条例の一部を改正する条例について 

日の里西小学校学童保育所の入所児童増加により新たに学童保育所を設置することに伴い、条

例の一部を改正するものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 現在の日の里西小学校学童保育所の専用区画面積では、受入児童数は７２人が上限である

が、児童数の増加により、慢性的に登所児童数が７２人を超える状況にあるため、令和５年

度から新たに日の里西小学校第２学童保育所を設置するもの。 
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２ 設置場所は、日の里西小学校の余裕教室を予定しているが、詳細については、日の里西小

学校との協議を経て決定する。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・全国的に学童保育所が学校の敷地内にないところも多い中で、本市では学校の敷地内に設置し、

共働き世帯やひとり親世帯が安心して預けられる環境を整備していることを評価する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 


